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１．はじめに 
 
 2005年2月の京都議定書発効を受けて，我が国におい

ても温室効果ガス排出量の目標達成計画の是非が国会レ

ベルで議論されている．産業・運輸・業務・家庭・エネ

ルギー転換・代替フロン・森林吸収源・京都メカニズム

等，どの部門に，どの程度の削減目標が課せられるのか，

削減方法はどうするのか，環境税を導入するのか否か，

等々，討議の論点は枚挙にいとまがない． 
 ところで，既往研究によれば 1)，我々の一般生活の中

で排出される温室効果ガスの削減方法で一般に広く認知

されているのは，冷暖房を調節する，照明をこまめに消

す，空き缶･ペットボトルをリサイクルに出す，等の対応

である一方で，「自動車の環境負荷」については十分に認

知されていないことが指摘されている．この理由には，

マスコミや教育で自動車利用と環境問題があわせて報じ

られることが相対的に少ないということ，ならびに，自

動車に乗るか否かという交通手段選択が，ライフスタイ

ルの根幹に関わる問題であり，容易に変更しがたいもの

であること，等が原因であると考えられる．いずれにし

ても，「自動車利用の削減」が家計や業務の部門での二酸

化炭素削減において効果的な方途である1) 点を踏まえる

なら，地球温暖化対策を考える上で，自動車の環境負荷

についての人々の認識不足は重大な問題と言えるだろう． 
 一方，個人の交通ライフスタイルに影響を与える要素

には様々なものが考えられるが，その中でもとりわけ，

日々繰り返される通勤交通手段の選択は重要な位置を占

めている．特に，多くの都市において，交通渋滞による

環境負荷が通勤時間帯に多く発生している点を踏まえる

なら，「職場」に関わる交通を対象とした環境負荷低減の

ための何らかの施策が必須であることは論を待たない．

この認識から，例えば国土交通省と経済産業省は，平成

17年度より連携して，事業所に関わる自動車トリップの

削減を図る方途を探る協議会を立ち上げている[1] 

 こうした検討を進めるに当たり，海外の先進事例を調

査することは一つの重要な基礎知見を与えることとなろ

う．この認識から，本研究では，職場を対象とした自動

車環境負荷低減施策として，企業を対象とするモビリテ

ィ・マネジメント(以下MMと略称)を広範に推進するた

めの行政的支援施策を実施したローマ市を対象としたヒ

アリング調査を実施することとした．ここに，MMとは，

過度な自動車利用から持続可能な交通手段への交通行動

変容を促すため，人々の意識や行動に直接・間接に影響

を与えることを目的とした施策群の総称である 2), 3) 4)．本

稿は，ヒアリング調査結果より得られた知見を報告する

と共に，そこで得られた知見に基づいて，我が国におい

て，地球温暖化対策として，事業所を対象としたＭＭを

実施する際に留意すべき点を考察することを目的とする

ものである． 
 
２．ローマ市の都市交通 
 
(1)ローマ市の概況 

ローマ市はイタリア共和国のほぼ中央に位置する首都

で，市内の一角にはローマ教皇の居住する独立国バチカ

ン市国があり，カトリックの総本山である．また，紀元

前からの歴史を持ち，市内には無数の歴史遺産が存在す

る．2001年の人口は約280万人，イタリアで最も人口が

多い都市である．また，ローマはイタリアの政治・経済

の中心地で，マスメディアなど情報産業も集中している．

市内に多く残る古代遺跡や美術館などには世界各国から

観光客が集まり，観光もまた重要な産業である． 
市内の交通機関としては，イタリア国鉄（FS），地下

鉄二路線，路線バス，路面電車がある．市内間の交通は，

ローマ市交通局の運営するバス網が中心である． 
(2)ローマ市の都市交通 

ローマ市の都市交通状況については，文献5)を参照い

ただくとして，ここでは概要のみ述べる． 
ローマ市の公共交通機関は，未だ需要を満たすに至っ

ておらず，ここ数年で自動車，原付，バイクの量が増加
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している．2001年の交通手段分担率は，公共交通31％，

自家用車53％，二輪車とその他が16％となっている．ま

た，2輪車を含むローマの自動車保有率は1,000人あたり

約950台で，欧州で最も高い水準である．また，ほとん

どの自家用車は古いため，触媒が付いておらず，燃料効

率が悪く大気汚染の主要な原因となっている．移動のた

めの最も安い手段は，古い年式の原付またはバイクであ

る．この状況を緩和するため，古い車の廃棄と新車の購

入を奨励する政策が導入されており，一定の効果は見ら

れたが，環境問題の緩和にまでは至っていない． 
(3)ローマ市の都市交通施策 

ローマ市の新しい都市交通施策は，自家用車のアクセ

ス制限と駐車の有料化を実施することにより，大気質の

確保を考慮しつつ公共交通に優先権を与え，当面は自家

用車利用の需要をコントロールすること 5)を目標に実施

されている．主要な施策メニューとしては，以下の5つ
が挙げられている． 

a) 交通制限区域：触媒無しの全ての車両の都市域へ

の流入を禁止する施策．段階的に実施され，2002年
12月から強制的な施策となった． 

b)流入禁止とロードプライシングの導入：a)を発展さ

せたもので，都心部に居住も就業もしていない人の

流入を禁止．都心入り口に24カ所の電子ゲートを設

置し，ナンバープレートを読むためにビデオカメラ

が使用されている．これまでに公共交通機関が 6％
増，自動車交通が20％削減したとされている． 

c)ブルースタンプ：認可された整備工場にて燃焼効率

がコントロールされた車両，いわゆる「ブルースタ

ンプ」を持っている車両のみ，通行可能．  
d)天候による通行禁止：晴天と無風状態が続いた場合，

あるいは冬季の暖房システムの稼働率が高い場合は

大気汚染が悪化することから，交通規制が実施され

る．この通行規制情報は，主に地方テレビ等のメデ

ィアを通して広報される． 
e)企業バス(会社の定期シャトルバス)：就業者や学生の

通勤通学のため，設置されるものである．企業バス

は自家用車に代わる代替手段として提供され，自家

用車総走行距離にして1,500万km削減された．  
f)その他の交通対策：路線上であればどこからでも乗

降可能なタクシーバスの導入，都市域を走行する電

動スクーター用の充電ステーションの整備，副都心

地域の商店街に沿った緑の回廊整備，などがある． 
上記のうち，a)～d)は自動車を規制するための施策，

e)と f)は，公共交通機関の利便性向上のための施策であ

り，ローマ市交通局では，これらを都市交通施策のパッ

ケージとして統合的に実施している． 
ローマ市は，このうち，規制的施策ではない e)と f)を

モビリティ・マネジメントと位置づけ，欧州モビリティ・

マネジメントのプラットフォーム HP 6)にて公開してい

る．本稿では，e)の企業バスについて，関係者へのヒア

リングと資料収集より，以下に詳述する．なお，「企業バ

ス」は文献 6) においてそれ単独で主な施策として挙げ

られているが，職場における通勤交通を対象としたモビ

リティ・マネジメントの一手段としても位置づけられる

ものである．このため，本稿では職場でのMMの一施策

として企業バスを取り扱う．  
 
３．ローマの職場対象モビリティ・マネジメント 

 
 ローマ市の職場対象MMは，以下の5つの施策から構

成されている． 
 ①職場におけるモビリティ・マネージャーの設置 
 ②モビリティ・ボーナスの提供(企業バスへの補助金) 
 ③公共交通年間パスの割引 
 ④カープール・システムのサービス提供 
 ⑤パーク＆ライド駐車場スペースの無料提供 
 この内，②～⑤はモビリティ・マネージャーを設置し

た企業のみが利用可能なサービスとなっていることから，

ローマ市の職場対象MMを「モビリティ・マネージャー

制度」を核とする施策と考えることができるだろう．こ

こにモビリティ・マネージャーとは，②～⑤の各施策の

実施担当者であり，各事業所に一人任命される事業所内

の職員である．我が国の MM の手引き 3)では，「コーデ

ィネーター」と呼称されている存在と類似するものと位

置づけられる．なお，この事例では，一人一人の交通行

動に働きかけるTFP3)は実施されていない．また，このモ

ビリティ・マネージャー制度の財源は，環境省が 50%，

ローマ市環境局が25％，ローマ市交通局が25％の割合で

負担している．予算は，以下に述べるモビリティ・ボー

ナス施策のみで1.6millionユーロ(約2億2千万円)であっ

た．以下，上記①～⑤について詳述する． 
(1) モビリティ・マネージャーの設置 

 モビリティ・マネージャーは，上述の様に，通勤交通

に対処するため，集合的交通サービスであるバス・相乗

り等のサービスを改変する目的で，各事業所に一人設置

されるものである．ここに言うサービス改変には，通勤

に関係する既存バスレーンの改変，企業バスの設置，複

数企業による共同バスサービスの構築，カープールネッ

トワークの構築，P&Rの促進などが含まれる． 
 この制度では，1998年の政令「都市の持続可能な交通

(Sustainable Mobility in Towns)」にて，従業員300人以上(ま
たはフリーランスの社員 800 人以上)の全ての会社がモ

ビリティ・マネージャーを設置することが義務づけられ

ている．なお，不参加でも罰則規定は特に無いが，政令

を根拠にローマ市交通局と対象企業がコンタクトをとり

ながら，モビリティ・マネージャーの設置等を進めてい 



図1 従業員の通勤実態 分析例 
(センサス地区別の従業員居住密度をGISデータ化) 

 
る．その結果，2003年4月現在，304社にコンタクトし，

9割以上がモビリティ・マネージャーを設置済みである．

設置した会社の従業員総数は35万人となっている． 
 モビリティ・マネージャーの任務は，下記に述べる自

宅から職場への通勤についてのアンケート調査(以下，ア

ンケート調査と略)の配布回収，それに基づく自動車から

集合的交通手段への転換方策の検討，等である． 
また，各企業のモビリティ・マネージャーは，外部か

らの雇用ではなく，企業内部の様々部署から任命されて

いる．その属性としては，8割が男性，45-55歳が半数以 
上，大学卒が 65％(イタリアの大学進学率は日本の半分

以下，かつドロップアウト率が高い)，職種は管理職31％，

人事系39％，広報5％，環境部署2％，交通部署3％，安

全部署4％となっている． 
各企業におけるモビリティ・マネージャーを軸とした

MMの具体的な進め方は以下の通りである． 
ⅰ) 政令で対象企業が選定される． 
ⅱ) ローマ市交通局と，企業に選定されたモビリティ・

マネージャーが会議を行う． 
ⅲ) 後述するアンケート調査を全従業員を対象に実施す

る．配布回収はモビリティ・マネージャーが行う． 
ⅳ) ローマ市交通局がデータ入力，分析，モビリティ・

プランの検討を行い，それらをまとめたレポートを

作成する(図 1 参照)．(この作業は，当初，モビリテ

ィ・マネージャーが行うことが想定されていたが，

実際には困難であった．) 
ⅴ) ローマ市交通局がモビリティ・マネージャーにレポ

ートを渡す． 
ⅵ) モビリティ・マネージャーがレポートを参考に，カ

ープール，企業バス（後述），P&R 等の具体的交通

サービスの導入・改変が必要か否かを検討する(実際

には，この作業にも，ローマ市交通局の支援がある)． 
ⅶ) モビリティ・マネージャーが，従業員の通勤交通需

要を分析し，委託先の交通事業者を選択する． 

ⅷ) 選択した交通サービスの実現に向けた技術的検討と

提案を行う． 
 
アンケート調査として，包括的な通勤交通実態の把握

を目的として，通勤 OD／所要時間／交通手段と選択の

理由／P&R 駐車スペース利用の有無／職場近くの駐車

場の規制状況･制約条件／公共交通・企業バス･カープー

ルの利用意向，の各項目の調査が行われた． 
さらに，モビリティ･マネージャーは，交通サービス改

善策の実施前後の従業員の通勤交通行動を測定し，結果

の比較を行わなければならない．分析の指標は，従業員

の交通行動(集団的交通機関への転換率を評価するため)
と，交通機関選択の理由(転換理由や公共交通の印象を評

価するため)の二つを用いる．これら二つの分析により，

従業員の交通行動の概要を把握し，ニーズに最も合致す

る解決策をランク付けするとともに，結果が予想に反し

たものであった場合にはその交通サービスの内容を再考

することを目指すものである． 
(2) モビリティ・ボーナス(企業バスへの補助金制度) 

 以上のモビリティ・マネージャーを軸とした調査・分

析・提案を受けて実施される主要施策の一つが「企業バ

ス」の新規開設である．ローマ市は，この企業バスの開

設を促進することを目的として，モビリティ･ボーナスと

呼ばれる，企業を対象とした補助金制度を設けている． 
 企業バスの実際の運行はバス事業者が請け負うが，そ

の路線やダイヤの選定や需要予測等は，上述のモビリテ

ィ・マネージャーが主体的に検討するものである．企業

は受け取った補助金をバス事業者への支払い等にあてる

ことになる．さらにこの補助金は，企業バスの各利用者

にも現金ではない何らかの形で配分されることとなる．

特に，これまで公共交通を利用していなかった通勤者に

対しては，利用の促進を意図して，既に利用していた通

勤者よりも高額の補助が行われることとなっている．な

お，企業，利用者それぞれへの毎年の具体的な補助金額

は以下の通りである． 
① 企業へ10,350ユーロ(約145万円)／プロジェクト 
② 企業バスの新規利用者へ 155ユーロ(約22,000円) 
③ 公共交通年間パスの割引対象者かつ新規企業バス

利用者    62ユーロ(約9,000円) 
さて，各企業がモビリティ･ボーナスを得るためには，

前述のモビリティ･マネージャーを設置し，前述のⅰ)～
ⅷ)の手続きを踏むことが必要である．そしてそれに加え

て，以下の3つの条件を満たすことも必要である． 
・ 新規路線であること 
・ 会社として企業バスへの転換を促進すること 
・ 可能であれば，複数企業で共同のバス路線をつ

くること 



以上の手続きを経て，2004年11月現在で10路線（12,637
人／日の容量）が運行されている．なお，この補助金制

度には期限が設けられており，それ故，補助期間以降の

バス運行は，当該企業とバス事業者との交渉次第となる．

つまりこの制度はバス事業者の通勤を対象としたバス事

業参入の「しきい」を低くするという意味を持つ． 
(3) 公共交通年間パスの割引 

 この割引は，モビリティ・マネージャーを設置してい

る企業のみが利用でき，パスは通勤以外の目的にも利用

可能である．施策初年度の2000年には，年間1,700枚の

パスが売れている．公共交通年間パスの通常料金は，186
ユーロ(約26,000円)で，割引は以下の通りである． 

・ 前年度から引き続いての利用者：8 ユーロ(約
1,100円)の割引 

・ 新しい利用者：31ユーロ(約4,300円)割引 
(4) カープール・システム 

 カープール・システム(car pooling system)は，1台の車

両に複数の社員が同乗して相乗り通勤を行うシステムを

言う．このシステムを導入した企業の，利用を希望した

従業員には，カープールへの参加証としてステッカーが

配布され，駐車場等における優遇措置を受けることがで

きる．また，カープールの組み合わせ(コーディネート)
には，ローマ市情報センター(information center operative at 
in Rome’s Municipality office)を活用することができる． 
(5)パーク＆ライド駐車場スペースの無料提供 

 モビリティ・マネージャーが従業員の通勤交通改善の

手段の一つとしてパーク＆ライドを選択した場合，パー

ク＆ライド駐車場スペースを無料で使用することができ

る制度である． 
 

 以上，5つの施策の構造を図2に示す．この様にして，

ローマの職場MMは，モビリティ・マネージャー設置を

義務づけることを通じて，企業自身が自動車から非自動

車への通勤交通の転換の可能性を模索する機会を提供し

ていることが特徴となっている． 
 
５．おわりに 
 
 地球温暖化対策を考える上で，職場に関連した交通の

問題を避けて通ることはできないだろう．しかしながら，

通勤や業務交通を対象とする職場 MM，すなわち OTP
は営利活動の妨げになるかもしれない，との企業側の危

惧から，導入に消極的な企業が多いとの報告もある(文献
3) 第5章参照)．地球環境や社会貢献も重要だが，本業の

妨げにならない範囲で…といったところであろうか． 
このような状況を打破するために，本稿で紹介した「義

務(モビリティ・マネージャー設置)」と「補助(具体施策

への補助金)」を組み合わせた施策は効果的に機能すると 

図2 ローマ市の職場対象MMの施策構造 
 

考えられる．なぜなら，政令で義務づけることでその施

策と理念を広く一般に周知でき，環境意識が特別高くな

い企業の参加も見込めるし，補助金制度は企業の施策導

入の契機，あるいは後押しとなるであろうからである．

ここで重要なのは，その政令に仮に罰則規定がなくても

本稿で示したローマ市の事例のように一定の効果が見込

めるという点である．これは，企業側にＭＭへの参加を

依頼する際の正当性が向上し，それによって自発的に参

加する意識の活性化を果たす心理学的役割 7）を，その政

令が果たすからである．ついては，我が国において同様

の施策を導入する際には，①都市規模や交通状況による

参加「義務」の範囲の検討，②企業にとって魅力的な施

策メニューの提示，③提示する施策メニューの当該都市

における実現可能性，④補助金の金額設定の妥当性，等

に留意し，検討を進めていくことが，職場MMを効果的

に進める必要条件となるものと考えられる． 
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施策メニューの例と導入促進のための行政施策

①モビリティ・マネージャーの設置
　・対象：従業員300人以上の全ての企業
　・従業員の通勤交通実態の把握
　・通勤手段の検討・選択と実施
　・選択した手段の事後評価

②企業バス
　・企業バス導入の補助金
　　企業へ10,350ユーロ
　　新規利用者へ155ユーロ

③公共交通
・年間パス割引

　　引続の利用者8ユーロ割引
　　新規利用者へ31ユーロ割引

④カープール
　・駐車場での優遇
　・組み合わせにローマ市
　　の組織を活用可能

⑤P&R
　・P&R駐車スペース無料

　　P&R導入企業の希望者に提供


